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2021年11月17日に署名が完了した“所得税の二重

課税防止及び脱税防止協定” (以下“台韓租税協

定”)が2023年12月27日に発効、2024年1月1日から

正式に適用されました。台韓租税協定が発効したこ

とで、両国の租税政策は新たな節目を迎え、両国企

業間の租税負担の軽減と租税安定性の向上が可

能となりました。

台韓租税協定の発効前、韓国企業が配当金、利息

及びロイヤリティを台湾企業に支払う場合、適用さ

れる源泉徴収税率はすべて22% (地方所得税を含

む)でした。台韓租税協定の発効後、上記投資所得

に適用される源泉徴収税率が10%に引下げられます。

投資所得に上限源泉税率が適用可能となるほか、

その他各種所得(例：事業所得、財産取引所得、個

人役務所得等)に適用できる減税・免税措置も提供

されます。例えば、台韓租税協定の発効前、台湾企

業が韓国企業に支払う技術サービス報酬について、

支払時に20%の源泉税を徴収しなければなりません

でした。台韓租税協定の発効後、当該技術サービス

報酬が韓国企業の事業所得に属し、かつ韓国企業

が台湾で台韓租税協定に規定する恒久的施設（PE）

を構成していない場合、台韓租税協定の事業所得

規定に基づき、所得税免除の適用を申請することが

できます。

今回の台韓租税協定は2024課税年度から適用され、

源泉徴収税(例：配当金、利息及びロイヤリティ)は

2024年1月1日以降に決議された配当金及び発生す

る費用に適用されます。台韓租税協定は過去に遡

及して適用することはできません。台湾企業の台韓

租税協定の優遇源泉徴収税率適用に際しては、韓

国企業との取引発生時点にご留意ください。

台湾企業は韓国とのクロスボーダー取引に、台韓

租税協定の所得減免優遇の適用申請が可能か否

かを評価するほか、グループ組織の構造を再検討

することが考えられます。特に台湾企業が第三地点

を経由して韓国子会社に投資している場合、直接台

湾の親会社が保有することで、韓国子会社から配

当金を送金する際に、台韓租税協定の優遇源泉徴

収税率を適用することができると考えられます。ま

た、台韓租税協定に基づく相互協議手続により、所

得税協定の適用から派生する問題を解消する、ま

たは事前に二国間（多国間）事前確認制度を申請

することで、台韓租税協定を適切に利用して二重課

税のリスクや租税の不確実性を効果的に軽減する

ことができます。
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